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第１ 選挙公報の発行について 

 

大野市では、公職選挙法第１７２条の２（任意制の選挙公報の発行）及び大野市選挙公報発行

に関する条例第２条の規定に基づき、市議会議員及び市長の選挙の際には、選挙公報を発行しま

す。 

選挙公報には、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載し、当該選挙に用いる選挙人名簿に

記載された者の属する世帯に対し、選挙の期日の前日までに配布します。 

なお、選挙公報の発行について必要な事項は、大野市選挙公報発行に関する条例及び大野市選

挙公報発行規程によって定められています。 

 

 

第２ 選挙公報掲載申請について 

 

１ 一般的事項 

選挙公報掲載申請の受付は選挙期日の告示の日１日間で、修正、撤回ができるのも告示の日

だけとなっています。 

ただし、掲載文原稿の事前審査を告示の日の前日までに行います。 

 

２ 事前審査 

選挙公報掲載申請の受付から配布期限までが短期間であること及び適正な選挙公報が配布さ

れることを期して、選挙期日の告示日前までに選挙公報掲載文原稿の事前審査を行います。 

（１）審査期間 

事前審査日時は、立候補予定者ごとに指定します。 

（２）審査場所 

大野市選挙管理委員会 事務局 

（３）審査時提出書類 

ア 選挙公報掲載申請書  １通 

イ 選挙公報掲載文原稿  １部 

（選挙管理委員会が交付した原稿用紙によること。氏名欄は、立候補届出において通称

使用の認定を受けようとする場合は、当該通称を記載すること） 

ウ 候補者の写真     １葉 

（選挙の期日前６箇月以内に撮影した無帽、正面向き上半身の手札型大〔おおむね縦 

１０㎝横７㎝〕のもの。） 

※原稿及び写真はお返ししません。 

（４）審査を受ける要領 

審査書類は立候補予定者又は内容のよくわかる代理人が持参してください。（郵便等で送

付しないこと。） 

また、立候補予定者の印鑑を持参してください。 
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 記載の方法 

（１）字数 

字数に法的制限はありませんが、面積は限られていますので、判読が容易になるよう心が

けてください。特に縮小用の原稿用紙を使用する場合は、大きめの文字で記載してください。 

（２）字体等 

掲載文は、活字、ペン、毛筆を用いて黒色により、かい書、行書等判読が容易な字体で記

載しなければなりません。 

（３）表示、表現の制限 

ア 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、外国文字その他の文字又は記号、

符号、線、圏点若しくは図画、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し

なければなりません。ただし、氏名欄は通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、外国

文字その他の文字以外は使用することができません。 

イ 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合にお

いては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を掲載す

ることのできる面積のおおむね３分の１を超えてはなりません。ただしこの場合、写真欄

及び氏名欄は面積に算入しません。 

ウ 掲載文は、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告そ

の他営業に関する宣伝をするなど、選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはなり

ません。 

（４）訂正の方法 

ア 訂正は、白紙を訂正する文字等の上に貼って行ってください。 

イ 訂正したときは、その上部欄外に訂正した字数を記し、押印してください。 

 

３ その他 

（１）選挙管理委員会は、規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき又は記載した文字

が著しく小さい場合、若しくはその印刷が著しく不鮮明になる恐れがあると認めた場合は、

候補者に対し当該文字の記載の訂正を求めることがあります。 

（２）選挙公報の印刷の体裁等については、指定することはできません。 

（３）原稿用紙は絶対に折り曲げたり汚したりしないでください。 

 

第４ 電子データによる掲載文等の提出について 

 

掲載文を電子データにより提出する場合は、次のとおりとしてください。 

１ 電子データの形式 

（１）Adobe Illustrator又は Adobe Photoshopを用いて、アウトライン化した PDFファイル 

（PDF／X1a）とします。 

   作成時のカラーモードは、CMYKモードで K（スミ）としてください。 

（２）画像解像度は、グレースケール 350dpi、２階調 1200dpiとします。 

（３）大野市選挙管理委員会が配布するＣＤに保存されているテンプレートを使用して作成して
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ください。なお、テンプレートにある文字や線は印刷されません。 

 

２ 写真 

写真は、選挙の期日前６箇月以内に撮影した無帽、正面向き上半身の手札型大のもので、1～2MB

程度の容量の JPEG形式のファイルとし、テンプレートの所定の枠に合わせて貼り付けてください。 

 

３ 提出方法 

（１）提出物 

  ア 選挙公報掲載申請書 １通 

  イ 掲載文のデータを保存したＣＤ １枚  ※ＵＳＢメモリは不可 

  ウ 掲載文のデータを拡大縮小せずに印刷したもの １枚 

   ※ウの用紙右上余白に候補者氏名を記載してください。 

（２）提出データのファイル名 

  「氏名 選挙公報原稿.pdf」としてください。 

  なお、一度提出したデータを修正する場合は、ファイル名の最後に「（〇月〇日修正）」と付

け加えてください。 

 

（３）その他 

  提出のあった記録媒体は返却しませんので、ご了承ください。 
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様式第１号 

令和８年６月７日 

 

 

大野市選挙管理委員会 

委員長 明石 和仁  様 

 

 

住 所  福井県大野市 〇〇 ◇番◇号 

候補者 

氏 名  大野 太郎 

 

 

選挙公報掲載申請書 
 

 

大野市選挙公報発行に関する条例第３条第１項の規定により、令和８年６月１４日執行の 

大野市長選挙における選挙公報に掲載を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 掲載文     １通（別紙のとおり） 

 

２ 写 真     １枚 

     ※電子データにより提出する場合は不要 

 

３ 連絡先     住 所  福井県大野市 〇〇 ◇番◇号 

 

氏 名  〇〇 〇〇 

 

電 話  （〇〇〇〇）〇〇－〇〇〇〇 

 

 

備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け

出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を

行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置（押印等）がある場合は、この限りでは

ない。 

  

大
野 

署名 又は 押印 

（署名、押印がない場合 

は提出時に本人確認） 
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様式第３号 

令和８年６月７日 

 

 

大野市選挙管理委員会 

委員長 明石 和仁  様 

 

 

住 所  福井県大野市 〇〇 ◇番◇号 

候補者 

氏 名  大野 太郎 

 

 

選挙公報掲載文修正申請書 
 

 

令和８年６月７日に申請した選挙公報の掲載文を別紙のとおり修正したいので、申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 修正文   １通（別紙のとおり） 

 

 

 

 

 

 

備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け

出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を

行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置（押印等）がある場合は、この限りでは

ない。 

 

（注）選挙公報掲載申請書の提出期限後は、受理しない。  

  

大
野 

署名 又は 押印 

（署名、押印がない場合 

は提出時に本人確認） 



6 

 

様式第４号 

令和８年６月７日 

 

 

大野市選挙管理委員会 

委員長 明石 和仁  様 

 

 

住 所  福井県大野市 〇〇 ◇番◇号 

候補者 

氏 名  大野 太郎 

 

 

選挙公報掲載文撤回申請書 
 

 

令令和８年６月７日に申請した選挙公報の掲載文を撤回したいので、申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け

出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を

行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置（押印等）がある場合は、この限りでは

ない。 

 

（注）選挙公報掲載申請書の提出期限後は、受理しない。 

 

大
野 

署名 又は 押印 

（署名、押印がない場合 

は提出時に本人確認） 


